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衆
議
院
議
員
中
根
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提
出
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保
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福
祉
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の
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正
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に
関
す
る
第
三
回
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問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
精
神
保
健
福
祉
法
の
改
正
案
の
立
法
事
実
に
関
す
る
第
三
回
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
内
閣
衆
質
一
九
三
第
一
四
〇
号
。
以
下
「
一
四
〇
号
答
弁
書
」
と
い
う
。
）

一
及
び
二
に
つ
い
て
で
は
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
を
改
正
し
、
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
（
以
下
「
措
置
入
院
」
と
い
う
。
）
又
は

法
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
（
以
下
「
緊
急
措
置
入
院
」
と
い
う
。
）
を
し
た
者
（
以
下
「
措
置
入
院

者
等
」
と
い
う
。
）
の
退
院
後
の
医
療
そ
の
他
の
援
助
の
強
化
等
を
行
う
こ
と
が
、
今
回
の
よ
う
な
事
件
を
再
び
生
ま
な
い

こ
と
に
も
つ
な
が
る
点
で
極
め
て
重
要
と
考
え
て
い
る
旨
を
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
在
、
国
会
に
提
出
し
て
い
る
精

神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
以
下
「
改
正
法
案
」
と
い
う
。
）
は
、
御
指

摘
の
よ
う
な
「
い
わ
ゆ
る
「
優
生
思
想
」
の
根
絶
に
と
っ
て
も
今
回
の
精
神
保
健
福
祉
法
改
正
が
有
効
で
あ
る
」
と
い
う
考

え
で
提
出
し
た
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
八
日
内
閣
衆
質
一
九
三
第
一
三
一
号
。

以
下
「
一
三
一
号
答
弁
書
」
と
い
う
。
）
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
て
い
る
と
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
全
て
の
国
民
が
、

障
害
の
有
無
に
よ
っ
て
分
け
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会
（
以
下

一



「
共
生
社
会
」
と
い
う
。
）
の
実
現
を
目
指
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

改
正
法
案
に
お
い
て
は
、
措
置
都
道
府
県
（
改
正
法
案
に
よ
る
改
正
後
の
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
七
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
都
道
府
県
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
都
道
府
県
等
（
同
項
に
規
定

す
る
関
係
都
道
府
県
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
、
原
則
と
し
て
新
法
第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
の
精

神
障
害
者
支
援
地
域
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
協
議
を
し
た
上
で
退
院
後
支
援
計
画
（
新
法
第
四

十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
退
院
後
支
援
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
改
正
法
案

に
お
い
て
は
、
退
院
後
支
援
計
画
に
、
措
置
入
院
者
等
の
退
院
後
の
医
療
そ
の
他
の
援
助
の
内
容
等
を
記
載
す
る
こ
と
を
義

務
付
け
て
お
り
、
そ
の
病
状
等
に
応
じ
て
、
必
要
な
援
助
の
内
容
が
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
お
尋
ね
の
「
い
わ
ゆ
る
優

生
思
想
を
当
事
者
か
ら
排
除
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
退
院
後
支
援

計
画
は
、
措
置
入
院
者
等
が
、
そ
の
社
会
復
帰
の
促
進
等
の
た
め
に
必
要
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
円

滑
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
も
の
以
外

は
盛
り
込
む
べ
き
内
容
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
政
府
と
し
て
は
、
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
一
三
一
号
答

二



弁
書
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
取
組
を
着
実
に
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

改
正
法
案
に
お
い
て
は
、
協
議
会
は
、
関
係
行
政
機
関
、
診
療
に
関
す
る
学
識
経
験
者
の
団
体
、
障
害
者
の
自
立
及
び
社

会
参
加
の
支
援
等
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
団
体
並
び
に
精
神
障
害
者
の
医
療
又
は
福
祉
に
関
連

す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
「
関
係
行
政
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
事
務
と
し
て
、
精
神
障
害
者
の
適
切
な
医
療
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
に
関
し
て
協
議

す
る
と
と
も
に
、
退
院
後
支
援
計
画
の
作
成
に
関
す
る
協
議
及
び
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
御
指

摘
の
「
代
表
者
会
議
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
仮
に
、
協
議
会
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
警
察
も
、
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
通
報
を
行
う
等
精
神
障
害
者
の
適
切
な
医
療
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
た
め
に

必
要
な
体
制
に
関
係
を
有
し
、
関
係
行
政
機
関
等
に
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、
退
院
後
支
援
計
画
の
作
成
に

関
す
る
協
議
及
び
実
施
に
係
る
連
絡
調
整
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
関
係
行
政
機
関
等
の
う
ち
措
置
入
院
者
等
の
退
院
後
の
医

療
そ
の
他
の
援
助
の
関
係
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
合
議
体
で
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
原
則
と
し
て
、
警
察
は
当
該
援
助
の

関
係
者
に
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

三



四
に
つ
い
て

改
正
法
案
に
お
い
て
は
、
医
療
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
四
〇
号
答
弁
書
四
に
つ
い
て
で
お
答
え
し

た
と
お
り
患
者
の
病
状
等
に
応
じ
た
期
間
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
、
上
限
を
設
定
し
て
い
な
い
が
、
改
正
法
案
の
成

立
後
、
当
該
期
間
が
適
切
に
設
定
さ
れ
る
よ
う
、
一
定
の
目
安
を
措
置
都
道
府
県
又
は
関
係
都
道
府
県
等
と
な
る
こ
と
と
な

る
保
健
所
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
（
以
下
「
保
健
所
設
置
団
体
」
と
い
う
。
）
に
示
す
予
定
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

退
院
後
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
、
新
法
第
四
十
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
お
い
て
、
そ
の
作
成
時
に
こ
れ
を
措
置
入
院

者
等
に
交
付
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
つ
い
て
は
、
措
置
入
院
者
等
に
あ
ら
か

じ
め
説
明
し
た
上
で
行
う
よ
う
保
健
所
設
置
団
体
に
周
知
す
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
通
知
を
受
け
た
保
健
所
設
置
団

体
が
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
退
院
後
支
援
計
画
を
作
成
し
た
と
き
は
、
同
条
第
八
項
で
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
退
院
後
支
援
計
画
を
措
置
入
院
者
等
に
交
付
す
る
こ
と
と
な
る
。

六
に
つ
い
て

措
置
入
院
又
は
緊
急
措
置
入
院
の
対
象
と
な
る
の
は
、
都
道
府
県
知
事
又
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十

四



七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
の
長
が
指
定
す
る
精
神
保
健
指
定
医
（
新
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
精
神
保
健
指
定
医
を
い
う
。
）
の
診
察
の
結
果
、
そ
の
者
が
精
神
障
害
者
で
あ
り
、
入
院
さ
せ
な
け
れ
ば
そ
の
精
神

障
害
の
た
め
に
自
身
を
傷
つ
け
又
は
他
人
に
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
等
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
者
が
措
置
入
院
又
は
緊
急
措
置
入
院
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
。

な
お
、
措
置
入
院
又
は
緊
急
措
置
入
院
を
行
う
権
限
を
有
す
る
の
は
都
道
府
県
知
事
又
は
指
定
都
市
の
長
の
み
で
あ
り
、
協

議
会
は
措
置
入
院
又
は
緊
急
措
置
入
院
を
行
う
権
限
を
有
し
て
い
な
い
。

七
に
つ
い
て

一
四
〇
号
答
弁
書
一
及
び
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
改
正
法
案
は
、
措
置
入
院
者
等
の
社
会
復
帰
の
促
進
等

を
図
る
た
め
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
改
正
法
案
の
趣
旨
や
内
容
の
周
知
に
当
た
っ
て
は
、
御
指
摘
の
誤
解
や
偏

見
、
差
別
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
き
た
い
。

五


